
(1)鹿児島県歯科口腔保健計画について

鹿児島県歯科口腔保健計画の概要

現行の「県歯科口腔保健計画」の期間終了に伴い，現行計画の達成状況や

国の 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を勘案して，「様々なライフ

ステージごとの特性を踏まえた生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健」及

び「ライフコースアプローチに基づく，歯・口腔の健康づくり」などを推進するた

め，新たな計画を策定

計画策定の趣旨

「歯科口腔保健の推進に関する法律」第13条第１項及び「かごしま

歯と口腔の健康づくり県民条例」第11条に基づく計画として，本県の

歯科口腔保健施策の総合的な実施のための計画を定めるもの

計画の位置づけ

第１章 計画策定の趣旨

１ 計画策定の趣旨

２ 計画の性格

３ 計画の期間

第２章 前計画の評価

１ 前計画の最終評価

２ 最終評価総括及び課題

第３章 本県の歯科口腔保健の現状

１ 乳幼児期の状況

２ 学齢期の状況

３ 青壮年期・中年期の状況

４ 高齢期の状況

５ 障害者・障害児の状況

６ 要介護高齢者の状況

７ 歯科口腔保健推進体制の状況

第４章 全体目標

歯・口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小

第５章 施策及び個別目標

１ 歯科疾患の予防，口腔機能の獲得・維持・向上

(1)妊娠期・乳幼児期

(2)学齢期

(3)青壮年期・中年期

(4)高齢期

２ 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に

対する歯科口腔保健の推進

(1)障害者・障害児・医療的ケア児

(2)要介護高齢者

３ 離島・へき地地域の歯科医療・歯科保健の推進

４ 医科歯科連携・多職種連携の推進

５ 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

６ 歯科口腔保健を担う人材の確保・育成 

７ 大規模災害時の歯科口腔保健の体制整備 

８ 本県の歯科口腔保健の体系

９ 本県の現状及び数値目標

第６章 進捗管理と評価

（資料）

計画推進の方向性（ロジックモデル） 

計画の構成

［計画期間］令和６年度～令和17年度（12年間）

（中間評価 令和11年度）

■ 全体目標

○ ３歳児で４本以上のむし歯を有する者の割合 ○ 12歳児でのむし歯のない者の割合 ○ 40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合 

4.3％（R3年度） → ０％（R15年度） 59.1％（R3年度） → 65％（R10年度） 25.5％ → ５％（R15年度）

１ 歯科疾患の予防・口腔機能の獲得・維持・向上 ２ 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進

○ むし歯の予防による健全な歯・口腔の育成・保持の達成 ・障害者支援施設及び障害児入所支援施設での定期的な歯科検診実施率

・12歳児での永久歯の一人平均むし歯数 79.2％→90％

1.0本（R3年度）→0.6本 ・介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期的な歯科検診実施率

37.7％→50％

○ 歯周病の予防による健全な歯・口腔の保持の達成

・20～30歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合 ３ 離島・へき地地域の歯科医療・歯科保健の推進

49.3％→15％ ・歯科巡回診療における定期的な歯科検診・歯科治療の受診率

33.4％→45％

○ 歯の喪失防止による健全な歯・口腔の育成・保持の達成

・80歳で20歯以上自分の歯を有する者の割合 ５ 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

61.9％→90％ ・過去1年間に歯科検診を受診した者の割合

68.9％→95％

○ 生涯を通じた口腔機能の獲得・維持・向上の達成 ・学齢期におけるフッ化物洗口に関する事業を実施している市町村の割合 

・50歳以上における咀嚼良好者の割合 27.9％（R3年度）→60％

87.4％→ 90％

主な数値目標【現状値（R４年度（原則））→目標値（R15年度（原則））】

歯・口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小

全体目標

１ 歯科疾患の予防・口腔機能の獲得・維持・向上

・妊産婦・乳幼児・学齢期の歯科検診・保健指導等の充実 ・学齢期から青壮年期の歯周病予防対策の強化

・乳幼児期からの口腔機能に関する取組の推進 ・壮年期・中年期・高齢期におけるオーラルフレイル予防対策の推進

２ 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進

・障害者（児）・医療的ケア児及び要介護高齢者の状態に応じた歯科疾患の予防と治療が適切に実施される環境づくりの推進

３ 離島・へき地地域の歯科医療・歯科保健の推進

・歯科保健に関する健康相談等の充実 ・定期的な歯科検診受診やフッ化物応用等の取組の促進

４ 医科歯科連携・多職種連携の推進

・糖尿病など全身の疾患を有する者への適切な歯科保健指導や歯科診療の機会の確保 ・多職種連携による要介護高齢者等の歯科診療の機会の確保

５ 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

・各種協議会等を活用した関係機関等との連携による総合的な歯科口腔保健対策の推進 ・歯科口腔保健サービスを適切に受けられるかかりつけ歯科医の推進

６ 歯科口腔保健を担う人材の確保・育成 

・歯科医療従事者・歯科口腔保健に関わる他職種等の資質向上の推進

７ 大規模災害時の歯科口腔保健の体制整備 

・平時から関係団体との連携体制構築 ・災害時の口腔ケアの重要性について普及啓発の推進

主な施策
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（２）　本県の歯科口腔保健の現状について
　⑴　乳幼児期

（鹿児島県の母子保健　＊R4年度暫定値）

・ １歳６か月児歯科健診のむし歯のない者の割合は増加傾向にあり，全国と同じ水準に改善してき

て いる。指宿保健所においては，県計画の数値目標を達成している。

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

県 96.5 96.8 97.1 97.2 97.7 97.4 97.9 98.2 98.6 98.8 99.0 99.2

全国 97.8 97.9 98.1 98.2 98.3 98.5 98.7 98.9 99.0 98.9 99.1

95

96

97

98

99

100
％ １歳６か月児むし歯のない者の割合

鹿児

島市
指宿

加世

田

伊集

院
川薩 出水 大口 姶良

志布

志
鹿屋

西之

表

屋久

島
名瀬

徳之

島

県平

均

R2年度 98.8 98.9 98.3 98.8 99.0 99.0 99.5 98.8 99.8 98.6 97.7 98.6 98.3 97.6 98.8
R3年度 99.0 100.0 99.4 98.6 99.5 99.2 98.2 99.3 98.4 98.4 98.7 98.7 99.1 99.6 99.0
R4年度 99.2 100.0 99.3 99.6 99.0 99.6 98.4 99.2 99.1 99.4 99.4 98.6 99.3 97.3 99.2

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0
％ 1歳6か月児のむし歯のない者の割合（保健所比較）

県計画数値目標：１歳６か月児でむし歯のない者の割合 100％
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（鹿児島県の母子保健　＊R4年度暫定値）

（地域保健・健康増進事業報告）

県計画数値目標：３歳児でむし歯のない者の割合 97％

鹿児

島市
指宿

加世

田

伊集

院
川薩 出水 大口 姶良

志布

志
鹿屋

西之

表

屋久

島
名瀬

徳之

島

県平

均

R2年度 84.8 80.1 82.4 85.1 81.8 79.8 80.4 84.8 79.8 85.4 86.6 67.3 77.4 80.6 83.4
R3年度 87.1 86.9 84.3 87.4 85.6 83.4 83.6 84.4 83.5 84.6 89.6 69.5 79.3 85.4 85.5
R4年度 90.5 88.4 85.8 90.5 86.2 87.2 84.3 87.5 85.7 85.0 89.3 75.8 83.5 82.0 87.9

60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
％ ３歳児でむし歯のない者の割合（保健所比較）

・ ３歳児健診におけるむし歯のない者の割合は増加傾向にあり，全国との格差も縮まりつつある。保健

所別に比 較すると屋久島保健所が低い状況である。

・ ３歳児で４本以上のむし歯を有する者の割合は，減少傾向にあり，全国との格差も縮まりつつある。た

だし，むし歯のない者の割合が減少する中で，1人で10本以上のむし歯を有する者が本県において48名

（R4年度）いることから，ハイリスクアプローチも重要である。

県計画数値目標：３歳児で４本以上のむし歯を有する者の割合 ０％

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

県 78.1 79.6 80.5 81.2 81.8 83.4 85.5 87.9

全国 83.0 84.2 85.6 86.8 88.1 88.2 89.8

50
60
70
80
90

100 ％ 3歳児のむし歯のない者の割合

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

県 5.6 5.6 4.3 3.5

全国 3.6 3.5 3.0 2.5

0
2
4
6％ ３歳児で４本以上のむし歯を有する者の割合
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⑵　学齢期
①むし歯の状況

（学校保健統計調査）

(県教育委員会調べ）

②歯肉の状況

令和５年度  県内公立中学校・高校における歯周疾患の割合

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

県 51.8 58.1 58.7 62.9 59.1 60.0
国 65.1 67.3 68.2 70.6 71.7 74.2

0
20
40
60
80

％ １２歳児のむし歯のない者の割合

・ 12歳児でのむし歯のない者の割合は，経年的に見ると改善傾向ではあるが，47都道府県中46位であり，

全国との格差も大きい状況である。

・ 振興局・支庁をみると，北薩及び姶良・伊佐地域振興局が高く，県の数値目標を達成している。

・ 歯周疾患の割合は，学年が上がるにつれ増加傾向にあり，高等学校1年生では29.6%の生徒が歯周疾

患を有している状況である。

鹿児島 南薩 北薩 姶良・伊佐 大隅 熊毛 大島 計

R3 59.9 54.1 55.9 60.6 48.2 42.1 43.4 55.7
R4 65.1 55.6 63.7 69.1 61.7 56.3 57.0 63.6
R5 63.1 59.9 67.8 70.8 59.5 37.5 49.5 62.6

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
％ １２歳児でむし歯のない者の割合（振興局等別）

県計画数値目標：12歳でむし歯のない者の割合 65％

県計画数値目標：中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合 10％

校 種
被験者児童

生徒数
Ｇ（歯周疾
患要治療者

ＧＯ（歯周疾
患要観察者

Ｇ＋ＧＯ
歯周疾患

割合
中学校(中１） 14,217 534 2,706 3,240 22.8%

高等学校(高１） 8,969 487 2,170 2,657 29.6%

計 23,186 1,021 4,876 5,897 25.4%
（教育委員会調べ）
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⑶ 　成人期･高齢期（健康増進法に基づく歯周病検診結果から）

鹿児島市

保健所

南薩地域

振興局

鹿児島地

域振興局

北薩地域

振興局

姶良・伊

佐地域振

興局

大隅地域

振興局
熊毛支庁

屋久島事

務所
大島支庁

徳之島事

務所

鹿児島県

計

R2 3.5 18.3 5.5 12.4 15.3 10.4 3.2 7.6 14.3 7.4 9.1

R3 4.8 16.6 3.7 12.7 15.0 10.6 4.8 4.2 11.8 8.9 9.3

R4 4.7 18.21 10.8 13.4 15.8 10.8 5.4 6.7 12.7 6.8 10.0

0
5

10
15
20

% 健康増進法に基づく歯周病検診受診率

40歳 50歳 60歳 70歳 計

R1年度 8.6 7.9 7.5 10.4 8.7
R2年度 9.7 8.3 8.1 10.1 9.1
R3年度 9.4 8.4 8.7 10.3 9.3
R4年度 9.1 8.8 10.0 11.6 10.0

0.0
5.0

10.0
％ 年齢別歯周病検診受診率

40歳 50歳 60歳 70歳

R1年度 99.3 98.6 91.0 72.7

R2年度 99.7 98.3 91.7 71.9

R3年度 99.7 99.2 93.6 75.6

R4年度 98.8 95.1 80.9 73.7

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0
％ ２０歯以上自分の歯を有する者の割合

40歳 50歳 60歳 70歳

R1 46.6 54.2 60.2 58.9
R2 43.6 53.7 60.2 62.2
R3 46.2 53.1 55.1 56.7
R4 46.2 53.9 55.8 59.3

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0％ （歯周炎：歯周ポケット４㎜以上）歯周炎のある者の割合

・ 県平均の健康増進法に基づく歯周病検診の受診率は，10％であり，横ばい状態である。地域別では，

南薩，北薩，姶良・伊佐地域，大島地域が高く，鹿児島市，熊毛・屋久島・徳之島地域が低くなっている。

年齢別で比較すると，40・50歳の受診率が低い状況である。

・ 進行した歯周炎のある者の割合は，年齢と共に増加傾向にあり，50歳代以降は半数以上が罹患して

いる。

・ 20歯以上自分の歯を有する者の割合は，60歳から減少傾向にある。

県計画数値目標：40歳以上における歯周炎を有する者の割合（年齢調整値） 40％

県計画数値目標：80歳で20歯以上自分の歯を有する者の割合 90％
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⑷　高齢期
　「お口元気歯ッピー健診」結果から　

対象者
数

（人）

受診者
数

（人）
受診率

現在歯の割合
（20本以上有す
る人の割合）

対象者数
（人）

受診者数
（人）

受診率
現在歯の割合
（20本以上有す
る人の割合）

R2 16,137 1,270 7.9% 62.8% 16,429 1,261 7.7% 60.0%

R3 12,814 1,208 9.4% 63.2% 17,142 1,659 9.7% 60.1%

R4 17,916 1,959 10.9% 63.7% 15,685 1,743 11.1% 58.4%

R5 24,711 2,556 10.3% 65.2% 15,936 1,682 10.6% 60.3%

※　後期高齢者医療広域連合が実施する検診（76歳,80歳の方が対象）検診結果は，各市町村へ情報提供され，

　介護予防事業の対象者把握等に活用されている。

年度

76歳 80歳

0本 1～9本 10～19本 20本以上

R2 4.9 11.6 23.4 60.0
R3 3.7 12.8 23.3 60.1
R4 3.7 12.0 25.9 58.4
R5 2.1 10.9 25.5 60.3

0

20

40

60

80 ％ 現在歯数の割合（80歳）

0本 1～9本 10～19本 20本以上

R2 2.7 11.3 23.2 62.8
R3 1.9 7.7 27.2 63.2
R4 2.4 9.5 24.4 63.7
R5 2.0 8.3 23.9 65.2

0
20
40
60
80％ 現在歯数の割合（76歳）

・ 現在歯数の割合について，令和５年度の20本以上をみると，76歳で65.2％，80歳で60.3％となっており，約6割の者

が20本以上の自分の歯を有している状況である。76歳と80歳を比較すると年齢が上がるに伴い減少している。

・ お口元気歯ッピー検診の受診者の約２割が，硬い物が食べにくい，お茶や汁物でむせる，口の渇きが気になるなど，

何らかの口腔機能の低下を感じている状況である。

・ お口元気歯ッピー健診の受診率は，約10％程度と横ばいである。

・ 76歳及び80歳ともに，受診者の約５割の者が口腔機能等に何らかの問題を抱えており，介護予防部局等への引

き継ぎによる支援が必要な状況である。

硬い物が食べ

にくい

お茶や汁物で

むせる

口の渇きが気

になる

R2 23.9 20.8 25.8
R3 24.0 20.4 24.4
R4 22.9 22.1 22.2
R5 22.3 21.2 22.0

0
5

10
15
20
25
30％

口腔機能の状況（76歳）

硬い物が食べ

にくい

お茶や汁物で

むせる

口の渇きが気

になる

R2 26.2 19.5 25.7
R3 24.5 22.9 25.4
R4 23.1 20.6 26.2
R5 23.3 23.1 26.6

0
5

10
15
20
25
30%

口腔機能の状況（80歳）
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（令和4年度県民の歯科疾患実態調査）

〇口腔衛生に関する加算状況
　（障害福祉サービス等報酬の口腔衛生に関する加算・介護保険の口腔衛生に関する加算）

（令和4年度県民の歯科疾患実態調査）

⑸　定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進

51.5
64.3

79.2

0
20
40
60
80

100

Ｈ２４年度 Ｈ２９年度 Ｒ４年度

％
障害者・障害児施設における定期的な歯科検診実施率

20.4

33.5 37.7

0
10
20
30
40

Ｈ24年度 Ｈ29年度 Ｒ４年度

％
介護老人福祉施設等における定期的な歯科検診実施率

県計画数値目標：障害者支援施設及び障害者入所支援施設での定期的な歯科検診実施率 90％

県計画数値目標：介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期的な歯科検診実施率 50％

・ 障害者（児）支援施設及び介護老人保健福祉施設等において平成24年度と比較し，歯科検診実施

率が増加している。

・ 障害者（児）支援施設等及び介護老人福祉施設等における，口腔衛生に関する加算状況について

は，いずれも算定している施設は約１割にとどまっている。
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離島僻地巡回歯科診療事業：年２回実施（鹿児島県歯科医師会委託）

対象地域：口永良部島，三島村，十島村

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

口永良部島（屋久島町） 114 99 90 99 106 110 103

三島村 342 346 348 384 383 377 361

十島村 688 641 637 637 688 651 674

1,144 1,086 1,075 1,120 1,177 1,138 1138

282 356 344 303 358 380 325

24.7% 32.8% 32.0% 27.1% 30.4% 33.4% 28.6%

（保健医療福祉課調べ）

無歯科医地区の推移

（厚生労働省：無医地区当調査及び無歯科医地区等調査）

⑹　離島・へき地地域の歯科医療・歯科保健の推進

人
口

　　　人口合計（B）

・準無歯科医地区とは，地区無歯科医地区には該当しないが、無歯科医地区に準じた歯科医療の確保が必要な地区と各
都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区をいう。（半径４㎞地区内の人口が50人未満で，かつ山，谷，
海などで断絶されていて，容易に歯科医療機関を利用することができないなど）

市町村別、無歯科医地区等数（R4年10月末現在）

・無歯科医地区とは、歯科医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径４㎞の区域内に50人以
上が居住している地区であって、かつ容易に歯科医療機関を利用することができない地区。

受診率（C）＝（A）÷（B）

歯科診療受診者数（A）※実人数

（厚生労働省：無医地区当調査及び無歯科医地区等調査）

令和５年度は，受診率が28.6％と低くなっている。歯科疾患の治療のみではなく，定期歯科検診として

も受診するよう，定期歯科検診の必要性について普及啓発が必要である。

県計画数値目標：歯科巡回診療における定期的な歯科検診・歯科治療の受診率 45％

都道府県
名

市町村名
無歯科医
地区数

準無歯科医
地区数

合計

日置市 1 0 1

三島村 4 0 4

十島村 7 0 7

薩摩川内市 0 6 6

出水市 1 1 2

長島町 1 0 1

垂水市 0 1 1

肝付町 1 1 2

南大隅町 5 0 5

西之表市 6 0 6

中種子町 2 0 2

屋久島町 1 0 1

瀬戸内町 6 1 7

計 13市町村 35 10 45

鹿児島県

無歯科医
地区数

無歯科医
地区人口

無歯科医
地区寝た
きり者数

H21年19月末 41 11,649
H26年10月末 32 6,688 64
R1年10月末 34 9,081 162
R4年10月末 35 8,361 196

・ 無歯科医地区は令和元年以降，増加に転じており今後の状況を注視していく必要がある。

また無歯科医地区人口は減少傾向にあるが，寝たきり者は増加傾向にある。

・ 市町村別にみると，三島村，十島村，熊毛地区などの離島や，南大隅町などにおいて，無歯科医地

区が多い状況である。
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⑺　幼児期・学齢期のフッ化物洗口実施状況

（健康増進課調べ）

・ フッ化物洗口の実施率の推移をみると，経年的に増加傾向にあり，特に小・中学校に

おける実施率が増加している。

・ 地域振興局等別でみると，鹿児島，北薩，姶良・伊佐，大隅，大島地域の実施率が高

く，鹿児島市，南薩，熊毛地域の実施率が低い状況である。

・ 小・中学校の実施状況は，小学校が13市町村(30.2％），中学校が10市町村(23.3％）

で実施している。

（三島村，十島村，阿久根市，薩摩川内市，さつま町，長島町，霧島市，湧水町

鹿屋市，志布志市，大崎町，錦江町，奄美市） ＊下線は中学校でも実施

保育園 認定こども園 幼稚園 小学校 中学校
義務教育学

校

特別支援学

校

平成24年3月末 39.8 20.4 1.0 0.0 11.1

平成26年3月末 44.0 23.2 2.9 3.6 11.1

平成28年3月末 45.5 20.5 11.2 7.0 11.1

平成30年3月末 47.6 32.7 16.1 8.2 11.1

令和元年8月末 36.4 33.9 27.9 20.2 7.1 50.0 16.7

令和4年3月末 41.9 36.8 29.8 31.1 21.1 11.1 6.3

令和6年3月末 37.8 40.5 38.3 32.6 22.4 50.0 6.3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

％ フッ化物洗口実施率の推移

県計画数値目標：学齢期におけるフッ化物洗口に関する事業を実施している市町村の割合 60％

鹿児島市
鹿児島地

域振興局

南薩地域

振興局

北薩地域

振興局

姶良・伊佐

地域振興

局

大隅地域

振興局
熊毛支庁 大島支庁

保育園 1.7 73.5 27.3 60.5 52.6 45.2 33.3 74.4

認定こども園 0.0 42.9 25.0 60.5 65.0 50.6 40.0 35.7

幼稚園 0.0 0.0 25.0 29.4 50.0 66.7 0.0 70.0

小学校 0.0 24.1 0.0 78.7 56.3 60.0 0.0 12.2

中学校 0.0 41.2 0.0 75.0 0.0 48.4 0.0 10.9

義務教育学校 80.0 0.0 50.0 0.0

特別支援学校等 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0％ 地域振興局等別フッ化物洗口実施率
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＊「－」は該当施設なし （健康増進課調べ）

フッ化物洗口実施率〔市町村別〕 Ｒ６年３月末実施

保
育
園

認
定
こ

ど
も
園

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校

義
務
教

育
学
校

特
別
支

援
学
校

1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ― 0.0

日置市 55.6 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ―

いちき串木野市 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 ― 0.0

三島村 100.0 ― ― ― ― 100.0 ―

十島村 85.7 100.0 100.0 ― ―

計 73.5 42.9 0.0 24.1 41.2 80.0 0.0

枕崎市 80.0 50.0 100.0 0.0 0.0 ― ―

指宿市 20.0 14.3 0.0 0.0 0.0 ― 0.0

南さつま市 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南九州市 12.5 30.0 0.0 0.0 0.0 ― ―

計 27.3 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

阿久根市 33.3 100.0 ― 100.0 100.0 ― ―

出水市 45.5 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

薩摩川内市 68.8 36.8 33.3 100.0 100.0 100.0 ―

さつま町 100.0 100.0 ― 100.0 100.0 ― ―

長島町 60.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ― ―

計 60.5 60.5 29.4 78.7 75.0 50.0 100.0

霧島市 80.0 66.7 66.7 100.0 0.0 ― 0.0

伊佐市 50.0 70.0 100.0 0.0 0.0 ― ―

姶良市 23.5 53.3 0.0 0.0 0.0 ― 0.0

湧水町 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 ― ―

計 52.6 65.0 50.0 56.3 0.0 ― 0.0

鹿屋市 0.0 6.1 66.7 100.0 100.0 ― 0.0

垂水市 100.0 25.0 0.0 0.0 0.0 ― ―

曽於市 66.7 84.6 ― 0.0 0.0 ― ―

志布志市 80.0 92.3 ― 100.0 0.0 ― ―

大崎町 100.0 100.0 ― 100.0 100.0 ― ―

東串良町 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ― ―

錦江町 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ― ―

南大隅町 100.0 ― ― 0.0 0.0 ― ―

肝付町 0.0 75.0 ― 0.0 0.0 0.0 ―

計 45.2 50.6 66.7 60.0 48.4 0.0 0.0

西之表市 40.0 66.7 0.0 0.0 0.0 ― ―

中種子町 0.0 0.0 ― 0.0 0.0 ― 0.0

南種子町 0.0 0.0 ― 0.0 0.0 ― ―

屋久島町 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 ― ―

計 33.3 40.0 0.0 0.0 0.0 ― 0.0

奄美市 100.0 0.0 66.7 47.6 41.7 ― ―

大和村 100.0 ― ― 0.0 0.0 ― ―

宇検村 100.0 ― ― 0.0 0.0 ― ―

瀬戸内町 62.5 ― 100.0 0.0 0.0 ― ―

龍郷町 0.0 0.0 ― 0.0 0.0 ― 0.0

喜界町 100.0 ― 100.0 0.0 0.0 ― ―

徳之島町 80.0 ― 100.0 0.0 0.0 ― ―

天城町 75.0 0.0 50.0 0.0 0.0 ― ―

伊仙町 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 ― ―

和泊町 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 ― ―

知名町 100.0 0.0 ― 0.0 0.0 ― ―

与論町 ― 33.3 ― 0.0 0.0 ― ―

計 74.4 35.7 70.0 12.2 10.9 ― 0.0

37.8 40.5 38.3 32.6 22.4 50.0 6.3

鹿児島市

熊毛

大隅

姶良・伊佐

北薩

南薩

鹿児島

大島

県全体
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その他　市町村における歯科衛生士の配置状況
(R6.4.1現在）

市町村名 常勤職員（人）
会計年度任用

職員（人）
その他（人） 備考

1 鹿児島市 4 20
常勤：保健センター２・保健予防課２

会計年度：保健センター20（内３名は一体的実施のみ従事

2 鹿屋市 1 2

3 枕崎市 1

4 阿久根市

5 出水市 1 4 会計年度任用職員：月２～８回健診等業務に従事

6 指宿市 1

7 西之表市 1

8 垂水市 1

9 薩摩川内市 2 2 2 川内保健センター１．保健年金課１，里・下甑診療所２

10 日置市 9

11 曽於市 1 参事補

12 霧島市 2 すこやか保健センター１，長寿介護課１

13 いちき串木野市 1

14 南さつま市 2 保健課１，子ども未来課１

15 志布志市 1

16 奄美市

17 南九州市 1

18 伊佐市 1

19 姶良市 2 子どもみらい課１，健康保険課１（R6.5.1配置一体的実施事業）

20 三島村

21 十島村

22 さつま町 2 保健福祉課１，こども課１

23 長島町

24 湧水町

25 大崎町

26 東串良町

27 錦江町 1

18 南大隅町 2 佐多歯科診療所

29 肝付町

30 中種子町 1

31 南種子町

32 屋久島町

33 大和村 1
村立大和村診療所

非常勤にて歯科衛生士の資格がある看護師が週２回勤務

34 宇検村

35 瀬戸内町

36 龍郷町

37 喜界町

38 徳之島町 1 1 常勤職員（育休中）

39 天城町

40 伊仙町 1

41 和泊町

42 知名町 1

43 与論町 1 R5与論町役場　主事として採用

13 56 5

（健康増進課調べ）
常勤歯科衛生士配置市町村：９市町（13名）

歯科衛生士配置なし市町村（常勤・会計年度任用職員）　　19市町村

阿久根市，奄美市，三島村，十島村，長島町，湧水町，大崎町，東串良町，南大隅町，肝付町，

南種子町，屋久島町，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，天城町，和泊町

計
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その他　歯科医療機関等の状況について

（九州厚生局届出）

歯科医師の年齢構成状況（鹿児島県）

厚生労働省：厚生労働白書. 令和4年版, 歯っとサイト：歯科医師調査

歯っとサイト：医療施設調査

・ 歯科医療機関の開設・再開よりも，廃止・休止が上回る傾向にある。

・ 歯科医師の年齢構成についてみると，60～64歳が多く，次いで55～59歳，65～69歳となっている。
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　（３）令和６年度の県及び市町村の歯科保健事業の実施状況について　

県の歯科口腔保健関係事業の実施状況

単
独

補
助

委
託

○ 県

・歯科口腔保健推進協議会
  歯科口腔保健を推進するために，関係団体代表者による協
議を行う。

継続

○ 地域振興局等

・地域歯科口腔保健推進会議
　地域の歯科口腔保健を推進するために，地域の関係団体代
表者による会議を行う。

継続

○ 県

・行政歯科衛生士等研修会
　歯科保健の専門的な知識だけでなく，行政の専門職として
必要な技量として，時代のニーズに合った新しい取り組みを
企画立案することや多職種や関係団体と連携し，事業を転換
する能力などを身につける。

継続

歯科口腔保健実
践指導事業

○ 地域振興局等

・地域歯科保健向上実践事業
 地域の歯科保健の課題に応じた具体的方策(役割分担・連携
方法)の検討等を行う 。

継続

歯科口腔保健意
識啓発事業

○ 地域振興局等

・８０２０運動推進員活動支援事業
８０２０運動推進員の資質向上を図るとともに，地域での自
発的な啓発活動の評価を行い推進員としての自立支援を行う
ため研修・実技指導等を行い，地域おける歯科保健の向上を
図る。

継続

健
康
増
進
課

歯科口腔保健意
識啓発事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・フッ化物洗口推進支援事業
県内の幼児のむし歯の低減を図り，健康な口腔の育成を図る
ために，フッ化物洗口を活用をした保育所・幼稚園のむし歯
予防対策に取り組む市町村に歯科専門職を派遣するなど支援
を行う。

継続

乳幼児医療費助
成事業

○ 市町村

・子育て期にある家庭の乳幼児に係る医療費の経済的負担を
軽減することにより，乳幼児の健康の保持増進を図ることを
目的に，乳幼児医療費の助成を行う市町村に対し，経費の一
部を補助する。

継続

子ども医療給付
事業

○ 市町村

・経済的理由により受診を控えることによる症状の重篤化を
防ぐため，住民税非課税世帯の高校生までを対象に，医療機
関等における窓口負担をなくす子ども医療給付費を行う市町
村に対し，経費の一部を補助する。

継続

ひとり親家庭医
療費助成事業

○ 市町村

・母子家庭・父子家庭等における健康の保持や生活の安定，
福祉の向上を図るため，医療費の助成を行う市町村に対し，
経費の一部を補助する。 継続

学校保健･安全･
歯科保健講習会

○ 県教育委員会

・学校歯科医等を講師としてオンラインによる講習会を実施
し，学校保健・安全・歯科保健に関する効果的指導法及び健
康教育並びに学校安全の今日的課題の解決方法について研修
するとともに，指導者の資質向上を図る。

継続

(一社)日本学校
歯科医会委嘱
「生きる力をは
ぐくむ歯・口の
健康づくり推進
事業」

○

(一社)日本学校
歯科医会

(県教育委員会)
(鹿屋市立鹿屋

東中学校)

・歯・口の健康づくりについて，学校歯科保健でどのように
推進していくか，その指導方法を研究する。

継続

歯科口腔保健実
践指導事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・成人期の歯科口腔保健対策事業
　歯周病検診の受診率向上を図るため，事業所等に対して，
歯科口腔保健に係る普及啓発を行う。 継続

健康増進支援事
業（歯周病検
診）

○ 市町村

・健康増進法に基づき市町村が実施する歯周疾患検診等の保
健事業に対し補助金を交付する。 継続

区分

基
盤
整
備

健
康
増
進
課

乳
幼
児
期

子
育
て
支
援
課

事業の内容（対象，実施回数等）項目
担
当
課

事業名

区分
事業実施主体
（※は委託先)

口腔保健支援セ
ンター運営事業

成
人
期

健
康
増
進
課

学
齢
期

保
健
体
育
課

1

資料３



単
独

補
助

委
託

区分事業の内容（対象，実施回数等）項目
担
当
課

事業名

区分
事業実施主体
（※は委託先)

成
人
期

・
高
齢
期

国
民
健
康
保
険
課

糖尿病重症化予
防に係る歯科保
健指導事業

○
※（公社）鹿児
島県歯科衛生士

会

・糖尿病重症化予防歯科保健指導従事者登録制度の構築・運
用によって，40～74歳の国保被保険者のうち，市町村が実施
する糖尿病重症化予防対策事業の対象者に対し，登録者が歯
科保健指導を実施し，歯周病予防に取り組むことで糖尿病の
重症化予防を図る。
・人材育成研修会の開催
・糖尿病重症化予防に係る歯科保健指導モデル事業の実施
・指導用媒体の更新

継続

高
齢
者
生
き
生
き
推
進
課

かごしま介護予
防（総合事業）
推進事業

○ 県

市町村における介護予防事業見直しの取組を推進するための
支援
リハビリテーション専門職等の介護予防への関与の促進を図
るための支援
・地域リハビリテーション市町村支援検討会（意見交換会）
の開催
・地域リハビリテーション活動促進検討・研修会の開催
・リハビリテーション専門職の派遣調整
介護予防・日常生活総合事業における従事者等研修

継続

高
齢
者
生

き
生
き
推

進
課

地域支援事業 ○ 市町村

・全高齢者を対象とする介護予防・日常生活総合支援事業で
口腔機能向上等についての普及啓発や情報提供，口腔機能向
上のプログラムの提供を行う。 継続

高
齢
期

高
齢
者
生
き
生
き

推
進
課

歯科医師向け認
知症対応力向上
研修（認知症施
策連携・体制整
備事業)

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・高齢者が受診する歯科医師に対し，認知症の人本人とその
家族を支えるために必要な基礎知識や，医療と介護の連携の
重要性等を習得するための研修を実施する。

継続

健
康
増
進
課

歯科口腔保健意
識啓発事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・オーラルフレイルを通じた介護予防人材育成推進事業
　歯科保健医療関係者がオーラルフレイルに関する知識を深
め，歯科診療所や市町村の介護予防事業等の取組での実施を
推進するため，介入・支援等を行える人材育成や体制づくり
を行う。

継続

障
害
福

祉
課

重度心身障害者
医療費助成事業

○ 市町村

・重度心身障害者の健康の保持増進を図るため，重度心身障
害者が医療費に要した費用の自己負担分に対して，市町村が
助成した経費の一部（1/2）を補助する。

継続

健
康
増
進

課
歯科口腔保健実
践指導事業

○ 保健所

・訪問口腔保健指導の実施
難病患者等に対する訪問指導及び介護保険施設・障害者支援
施設等に対する歯科検診・口腔ケアの実施について助言支援
等を行う。

継続

障害者等歯科診
療普及事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・障害者，難病患者，長期療養児等に対する巡回歯科診療の
実施及び地元歯科協力医等に対する巡回診療車による障害者
等歯科臨床研修の実施により地域の障害者等歯科保健医療体
制の整備を目指すとともに，福祉施設職員等に対して口腔ケ
アの指導を実施することにより，障害者等の歯科診療・予防
体制の充実を図る。

継続

障害者等歯科診
療所運営事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・休日における歯科診療及び心身障害者（児）への歯科診療
の確保を図る。 継続

歯科巡回診療車
運営事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・無歯科医地区の住民を対象にした巡回診療を行う。
継続

離島歯科医療等
体制充実事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・無歯科医地区の住民を対象に，義歯の製作調整，重度のむ
し歯治療，歯周病治療等の複数回の治療を必要とする患者へ
の巡回診療を行う。 継続

歯科衛生士確保
対策事業

○
※（(公社)県歯

科医師会）

・結婚，出産等により離職した歯科衛生士を再教育し，離職
期間の知識，技術を補い，業務復帰を促進することで，県内
歯科衛生士の人材確保を促す。

継続

在
宅
歯
科
医

療
医
科
歯
科

連
携

健
康
増
進

課
多職種連携によ
る口腔ケア体制
整備事業

〇 県内３医療機関

・入院患者に対し口腔管理や専門的な口腔ケアを実施し，在
宅まで切れ目のない支援を行う体制を構築する。

継続

障
害
児
（

者
）

保
健
医
療
福
祉
課

歯
科
医
療
・
人
材
確
保

保
健
医
療
福
祉
課

2



市
町
村
名

母
子
手
帳
交
付
時

の
歯
科
指
導

妊
婦
教
室
時
の
歯

科
指
導

妊
婦
歯
科
検
診

３
～

４
か
月
児
の

歯
科
指
導

６
～

７
か
月
児
の

歯
科
指
導

離
乳
食
教
室
時
の

歯
科
指
導

そ
の
他

「

そ
の
他
」

の
事

業 1
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

2
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

2
歳
６
か
月
児
歯

科
健
診
・
フ
ッ

素

塗
布

4
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

5
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

そ
の
他

「

そ
の
他
」

事
業

名

1 鹿児島市 1 1 1 1

母と子の健康教育事
業（育児教室におけ
る歯科指導）
育児支援事業（育児
相談における歯科指
導）

1 1 1 1

乳幼児歯の歯の健
康づくり事業（就
学前児フッ素塗
布）

2 鹿屋市 1 1 1 1 1

・母子相談　歯科指
導・相談
・新生児口腔機能ケ
ア（母乳の飲み方で
つまづきのある乳児
に対する口腔マッ
サージ）

1 1

・歯っぴい教室
保育園、幼稚園、
支援センター等を
対象とした歯科健
康教育
・母子相談　歯科
指導、相談

3 枕崎市 1 1 1 1
1歳児教室歯科指導
５歳児教室歯科指導

1 1 1

4 阿久根市 1 1 1 1 1 1 1

5 出水市 1 1 1 1 1 1 ・歯科相談 1 1 1 1
・予約歯科
・歯科相談

6 指宿市 1 1 1 1 1 1
7 西之表市 1 1 1 1 1
8 垂水市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9
薩摩川内
市

1 1 1 1

母子健康手帳交付時
の歯科教育
妊婦歯科検診の受診
勧奨（母子健康手帳
交付時・妊娠５、６
か月）

1

10 日置市 1 1 1 1 1

・パートナー歯科健
診
・育児相談時の歯科
指導

1
育児相談時の歯科
指導

11 曽於市 1 1 1 1 1 1
1歳児相談時歯科指
導

12 霧島市 1 1 1 1
7～８か月児健診、育
児相談

1

13
いちき串
木野市

1 1 1 1 1 1

10～12か月児相談
出前講座（依頼時子
育て支援センター等
にて健康教育）

1 1 1 1

14 南さつま市　保健課1 1 1 1 1 1 1
妊産婦乳幼児相談事
業ですこやか育児相
談を実施

1 1 1 1

4歳児歯科健診は、
フッ素塗布のみ
行っています。
・3歳フッ素塗布(3
歳児健診は3歳7か
月でご案内してい
るため、3歳誕生月
前後で受診する
フッ素塗布券を発
行)

15 志布志市 1 1 1 1

16 奄美市 1 1 1 1 1 1
3歳児歯科検診・
フッ素塗布

17 南九州市 1 1 1 1 1
育児相談日、親子教
室での歯科相談・指
導

1 1 1 1

・育児相談日、親
子教室での歯科相
談・指導
・5歳児健診で、虫
歯なしであったお
子さんの写真を広
報誌に掲載してい
る（同意有の方の
み）

令和６年度市町村歯科保健事業実施状況（妊婦・乳幼児期）
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市
町
村
名

母
子
手
帳
交
付
時

の
歯
科
指
導

妊
婦
教
室
時
の
歯

科
指
導

妊
婦
歯
科
検
診

３
～

４
か
月
児
の

歯
科
指
導

６
～

７
か
月
児
の

歯
科
指
導

離
乳
食
教
室
時
の

歯
科
指
導

そ
の
他

「

そ
の
他
」

の
事

業 1
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

2
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

2
歳
６
か
月
児
歯

科
健
診
・
フ
ッ

素

塗
布

4
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

5
歳
児
歯
科
健

診
・
フ
ッ

素
塗
布

そ
の
他

「

そ
の
他
」

事
業

名

18 伊佐市 1 1 1 1

11か月児育児相談時
の歯科指導
育児相談時の歯科指
導

1

19 姶良市 1 1 1 歯科健康相談 1

20 三島村 1

21 十島村

22 さつま町 1 1 1 1 1 1 1 1

むし歯予防の日（0
歳～就学前までの
歯科相談・フッ素
塗布）

23 長島町 1 1 1 1 1 1 1

3歳児歯科健診・
フッ素塗布
３歳６ヶ月児歯科
健診・フッ素塗布

24 湧水町 1 1 1
10～11か月児の歯科
指導

1 1 1 1

25 大崎町 1 1 1 1 1 1
・1歳児育児相談
・育児相談

26 東串良町 1 1 1 1 1

27 錦江町 1 1 1 1 1 1 1
・妊婦の配偶者歯科
健診

1 1 1 1

３歳児歯科健診・
フッ素塗布（３歳
児健診は３歳６カ
月で実施の為）

28 南大隅町 1 1 1 1
母子相談時の歯科指
導

1

４歳半健診・フッ
素塗布
５歳半歯科検診・
フッ素塗布

29 肝付町 1 1 1
30 中種子町 1 1 1 1 1 1
31 南種子町 1 1 1

32 屋久島町 1 1 1 1 1 1
３歳児歯科健診
（すまいる歯科健
康診査事業）

33 大和村 1 1 1 歯科指導及び歯科検診 1 1 1 1 1

34 宇検村 1 1 1 1 1 産婦歯科検診 1 1 1 1

35 瀬戸内町 1 1 1 1 1 1 1
36 龍郷町 1 1 1 1 1 1 1 1
37 喜界町 1 1 1 1 1 1 1

38 徳之島町 1 1 1 1 1 1 1 1 1

歯科相談日（１歳
～５歳児、３カ月
ごとの歯科検診及
びフッ素塗布）

39 天城町 1 1 1 1 1 1

40 伊仙町 1 1 1 1 1 1 1
新生児訪問での歯科
指導

1 1 1 1

1歳6か月児健診・
フッ素塗布
3歳児健診・フッ素
塗布

41 和泊町 1 1 1 1 1 1 1
42 知名町 1 1 1 1 1 1 1
43 与論町 1 1 1 1 1 1 1

27 14 40 24 33 16 18 0 12 40 16 6 18 21実施市町村数
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市
町
村
名

保
育
園
・
幼
稚
園
・

認
定
こ
ど
も
園
歯
科

指
導

小
学
校
・
中
学
校
歯

科
健
康
教
育

保
育
園
・
幼
稚
園
・

認
定
こ
ど
も
園
フ
ッ

化
物
洗
口

小
学
校
フ
ッ

化
物
洗

口 中
学
校
フ
ッ

化
物
洗

口 歯
科
表
彰
（

む
し
歯

な
し
等
）

そ
の
他

「

そ
の
他
」

の
事
業

1 鹿児島市 1
子ども達の歯と口の健康を守る
ための歯科健診事業（小学一年
生フッ素塗布）

2 鹿屋市 1 1 1 1 1

3 枕崎市 1 1 1

4 阿久根市 1 1 1 1 1

5 出水市 1 1

6 指宿市 1

7 西之表市 1 1

8 垂水市 1 1 1

9 薩摩川内市 1 1 1

10 日置市 1 1 1

11 曽於市 1 1

12 霧島市 1 1 1

13 いちき串木野市 1 1 1

14 南さつま市 1 1
令和6年度　フッ化物洗口推進支
援事業(県)で2園実施方向

15 志布志市 1 1

16 奄美市 1 1 1 1

17 南九州市 1 1 1

18 伊佐市 1 1 1

19 姶良市 1

20 三島村 1 1 1 1

21 十島村 1 1 1

22 さつま町 1 1 1 1 1

23 長島町 1 1 1 1

24 湧水町 1 1 1

25 大崎町 1 1 1

26 東串良町 1

27 錦江町 1 1 1 1 1 1

28 南大隅町 1 1

29 肝付町 1

30 中種子町 1

31 南種子町 1 1

32 屋久島町 1 1 1

33 大和村 1 1 1 1

34 宇検村 1 1

35 瀬戸内町 1 1 1

36 龍郷町 1 1 1

37 喜界町 1

38 徳之島町 1 1 1 1

フッ化物塗布事業（保健セン
ターで実施する歯科保健事業を
利用しにくい遠隔地にある保育
園・幼稚園を対象に実施）

39 天城町 1 1

40 伊仙町 1 1 1

41 和泊町 1

42 知名町

43 与論町 1 1 1

21 24 33 13 9 11 4

令和６年度市町村歯科保健事業実施状況（保育園等・学齢期）

実施市町村数
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市
町
村
名

健
康
増
進
法
に
基
づ

く
歯
周
疾
患
検
診

健
康
増
進
法
に
基
づ

く
歯
周
疾
患
健
康
相

談 健
康
増
進
法
に
基
づ

く
歯
周
疾
患
健
康
教

育 健
康
増
進
法
に
基
づ

く
訪
問
指
導
（

歯
科

指
導
）

特
定
健
診
時
に
歯
科

保
健
指
導
を
実
施

口
腔
が
ん
検
診

糖
尿
病
性
腎
症
重
症

化
予
防
事
業
時
に
歯

科
保
健
指
導
を
実
施

そ
の
他

「

そ
の
他
」

の
事
業

名

1 鹿児島市 1 1 1

2 鹿屋市 1 1 1 1 1 1

・特定健診受診後の結果報告会
で歯科保健指導を実施
・30代健診の事後教室で歯科保
健指導

3 枕崎市 1 1
特定健診後の結果報告会での歯
科指導

4 阿久根市 1

5 出水市 1 1 ６１歳～６５歳歯周病検診

6 指宿市 1 1

7 西之表市 1 1 1

8 垂水市 1 1 健康チェック（口腔機能検査）

9 薩摩川内市 1 1 1
結果報告会時に歯科検診への受
診勧奨、生活習慣病との関わり
についての教育

10 日置市 1 1 1 1 1

11 曽於市 1

12 霧島市 1 1 1 1 1

13 いちき串木野市 1 1 1 1
出前講座（依頼時障がい者就労
支援センターにて健康教育）

14 南さつま市　保健課 1 1 1 1 1 1
特定健診(脱漏)時に歯科指導を
実施

15 志布志市 1 1

16 奄美市 1 1 1

17 南九州市 1 1 1 1

18 伊佐市 1

19 姶良市 1 1

20 三島村 1 1

21 十島村 1 1

22 さつま町 1 1 1 1 18歳成人スタート歯科健診

23 長島町 1

24 湧水町 1 1

25 大崎町 1

26 東串良町 1

27 錦江町 1 1 1 1 1 1

28 南大隅町 1

29 肝付町 1

30 中種子町 1 1

令和６年度市町村歯科保健事業実施状況(成人期）
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市
町
村
名

健
康
増
進
法
に
基
づ

く
歯
周
疾
患
検
診

健
康
増
進
法
に
基
づ

く
歯
周
疾
患
健
康
相

談 健
康
増
進
法
に
基
づ

く
歯
周
疾
患
健
康
教

育 健
康
増
進
法
に
基
づ

く
訪
問
指
導
（

歯
科

指
導
）

特
定
健
診
時
に
歯
科

保
健
指
導
を
実
施

口
腔
が
ん
検
診

糖
尿
病
性
腎
症
重
症

化
予
防
事
業
時
に
歯

科
保
健
指
導
を
実
施

そ
の
他

「

そ
の
他
」

の
事
業

名

31 南種子町 1 1 1

フレイル予防事業（特定健診の
結果を返却・保健指導を行う結
果報告会において口腔機能向上
を含むフレイル予防の講話を実
施する。）

32 屋久島町 1

33 大和村 1

34 宇検村 1 1

35 瀬戸内町 1 1 1

36 龍郷町 1 1

37 喜界町 1

38 徳之島町 1 1 1 1 1
健康増進法に基づく歯周疾患検
診の対象者以外の希望者に無料
で検診を実施

39 天城町 1 1

40 伊仙町 1 1 1

41 和泊町 1

42 知名町 1 1 1

43 与論町 1 1 1 1

43 15 16 3 9 2 13 10実施市町村数
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市
町
村
名

一
般
介
護
予
防
事
業
（

口

腔
機
能
向
上
）

介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー

ビ
ス
事
業
（

訪
問
に

よ
る
歯
科
指
導
）

介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー

ビ
ス
事
業
（

通
所
に

よ
る
歯
科
指
導
（

サ
ー

ビ

ス
C

)

）

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介

護
予
防
事
業
の
一
体
的
実

施
（

口
腔
機
能
向
上
）

ポ

ピ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
ア
プ

ロ
ー

チ

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介

護
予
防
事
業
の
一
体
的
実

施
（

口
腔
機
能
向
上
）

ハ

イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー

チ

歯
科
表
彰
（

8
0
2
0
達

成
等
）

そ
の
他

「

そ
の
他
」

事
業
名

R
6
年
度
の
新
規
事
業
の

有
無

新
規
事
業
名

1 鹿児島市 1 1 1 1

2 鹿屋市 1 1 1 1 1

・長寿健診受診
後の結果報告会
で歯科保健指導
を実施
・自立支援型地
域ケア個別会議

1
長寿健診時の噛むか
むチェック

3 枕崎市 1 1

高齢者の保健事業と
介護予防事業の一体
的実施（口腔機能向
上・オーラルフレイ
ル）ポピュレーショ
ンアプローチ

4 阿久根市 1 1

5 出水市 1 1 1 1
・７０２４歯科
表彰

6 指宿市 1 1 1
7 西之表市 1 1 1 1 1

8 垂水市 1 1 1 1
特定健診結果報
告会における歯
科保健指導

1

高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な
実施（ポピュレー
ションアプローチ及
びハイリスクアプ
ローチ）

9 薩摩川内市 1 1 1

10 日置市 1 1 1 1 パートナー歯科健診

11 曽於市 1 1 1 1

12 霧島市 1 1 1 1

13
いちき串木
野市

1 1 1 1 1

14 南さつま市　保健課1 1 1 1

15 志布志市 1 1 1

16 奄美市 1 1 1

17 南九州市 1 1 1 1

18 伊佐市 1 1

19 姶良市 1 1 1

20 三島村 1

21 十島村 1

22 さつま町 1

23 長島町 1 1 1
広域連合実施の
歯っぴい検診の
実施

24 湧水町 1 1 1 1

5歳児歯科検診・
フッ素塗布
糖尿病性腎症重症化
予防事業時の歯科保
健指導

25 大崎町 1 1

高齢者の保健事業と
介護予防事業の一体
的実施のポピュレー
ションアプローチ

26 東串良町 1 1

27 錦江町 1 1 1 1 1 1 1

・２０歳、３０歳歯
周疾患検診
・妊婦の配偶者歯科
健診

28 南大隅町 1

29 肝付町 1 1

30 中種子町

令和６年度市町村歯科保健事業実施状況(高齢期)・新規事業の実施状況
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市
町
村
名

一
般
介
護
予
防
事
業
（

口

腔
機
能
向
上
）

介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー

ビ
ス
事
業
（

訪
問
に

よ
る
歯
科
指
導
）

介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー

ビ
ス
事
業
（

通
所
に

よ
る
歯
科
指
導
（

サ
ー

ビ

ス
C

)

）

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介

護
予
防
事
業
の
一
体
的
実

施
（

口
腔
機
能
向
上
）

ポ

ピ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
ア
プ

ロ
ー

チ

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介

護
予
防
事
業
の
一
体
的
実

施
（

口
腔
機
能
向
上
）

ハ

イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー

チ

歯
科
表
彰
（

8
0
2
0
達

成
等
）

そ
の
他

「

そ
の
他
」

事
業
名

R
6
年
度
の
新
規
事
業
の

有
無

新
規
事
業
名

31 南種子町 1 1

32 屋久島町 1 1 1
８０２０達成者表彰
事業（R6.7～）

33 大和村 1 1

34 宇検村 1 1 1 1 1 1

35 瀬戸内町 1 1

36 龍郷町 1 1

37 喜界町 1 1

38 徳之島町 1 1 1

39 天城町 1 1

40 伊仙町 1

41 和泊町 1 1 1

42 知名町 1 1 1

43 与論町 1 1 1 1
高齢者の保健事業と
介護予防事業の一体
的実施

27 3 4 37 19 26 4 0 9実施市町村数
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（４）令和６年度 各団体の歯科口腔保健に関する取組状況について 

団体名 
施策

番号 
事業名 内容 

 

 

 

 

 

県 

歯 

科 

医 

師 

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  
②  
④ 

⑤ 

 

 

 

 

 

①  
⑤ 

 

 

 

 

 

① 

④ 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

⑥ 

 

 

 

 

⑤ 

⑥ 

 

 

 

⑤ 

⑥ 

 

 

 

１．公衆衛生向上推進事業 

（１）ライフステージ歯科保

健推進事業 

 

 

 

 

 

 

（２）学校歯科推進事業 

 

 

 

 

 

 

（３）医療連携・在宅歯科推

進事業 

 

 

 

 

 

 

 

２．歯科医療提供体制整備事

業 

（１）学術推進事業 

 

 

 

（２）社会保障・医療保険関

連事業 

 

 

 

（３）医療安全対策推進事  

  業 

 

 

 

すべてのライフステージでの健全な口腔衛生

及び口腔機能の維持増進を目的とした、各健診

事業、むし歯及び歯周病の予防事業、広報事

業、啓発事業 

・フッ化物洗口推進支援事業 

・成人期の歯科口腔保健対策事業 

・口腔がん検診事業 

・後期高齢者口腔健診事業 等 

 

学童期のむし歯・歯周病予防、口腔機能の健

全な発育、正しい食生活の獲得による心身の発

達を目指す事業 

・学校保健・安全・歯科保健講習会 

・図画ポスター、標語コンクール事業 

・スポーツ歯学事業 等 

 

高齢期の生活の質や日常の生活動作の維持 

・向上（食事を美味しく食べることができる

等）、口腔機能の向上（誤嚥性肺炎等の予防）

を目的とする事業 

・歯科医療連携室事業 

・オーラルフレイル対策推進事業 

・歯科医師認知症対応力向上研修事業 

・がん診療医科歯科連携事業 等 

 

エビデンスに基づいた医療・保健・福祉に関

連する情報を、各種団体と連携共有して歯科医

療関係者へ提供し、生涯研修の推進に寄与す

る。ひいては県民全体の健康と福祉の向上を図

る事業 

 

高度化・専門化する医療・保健・福祉におい

て、歯科医療関係者に医療保険・社会保障に関

する研修と情報を提供することにより、県民の

健康と福祉の向上を図る事業 

 

安心・安全で良質な医療環境の整備及び適正

な歯科医療を提供するために、歯科医師及び歯

科医療従事者の技術の習得と知識の向上を図る

事業 

 

1

資料４



 

 

 

 

 

県 

歯 

科 

医 

師 

会 

⑥ 

 

 

 

 

⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

③ 

⑦ 

 

 

 

③ 

⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

（４）歯科医療関係者の人材

育成事業 

 

 

 

（５）災害時の対策整備事

業・身元確認協力推進事

業 

 

 

 

 

 

 

 

３．公衆衛生啓発推進事業 

（１）機関紙頒布事業 

（２）公衆衛生情報発信事   

  業 

（３）公衆衛生啓発事業 

 

４．行政及び関連団体との連

携と協力等の事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．口腔保健センター事業 

 

 

 

 

 

６．巡回診療車事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科関係職種の資質の向上により良質な医療

の提供を図り県民の健康に寄与する事業 

・歯科助手養成事業 

・歯科衛生士確保対策事業 等 

 

大規模災害、事故発生時における被災者や犯

罪被害者等の身元確認を支援するための事業 

大規模災害時の医療救護体制の強化と行政及

び地域の医師会、歯科医師会との連携体制づく

り、被災地域での歯科保健医療活動を行うため

の環境整備を目的とした事業 

・災害時対策・警察歯科総合検討会議 

・死体検案・身元確認研修事業 

・災害歯科保健医療体制事業 

 

会報誌を頒布する他、本会ホームページ等で

の情報配信やマスメディアも有効活用して、医

療・歯科口腔保健に関する情報を広く県民に提

供する事業 

 

 

行政・教育機関・研究機関、歯科関係団体と

の相互協力や情報交換など、地域医療に関する

緊密な連携により地域歯科医療に関する事業の

展開を検討、協議し県民の地域医療と口腔保健

の増進を図る事業 

・県教育委員会との協議会 

・口腔機能管理推進協議会 

・鹿児島大学歯学部との協議会 

・歯科保健医療問題協議会 等 

 

二次医療機関として、休日等急患歯科診療及

び地域における障害者（児）歯科医療のを担っ

ている。また、一次歯科医療機関の機能を補完

し、公益の増進に寄与する事業 

・障害者等歯科診療所運営事業 

 

巡回診療車による地域の障害者（児）及び離

島、へき地における歯科診療と口腔保健の提供

により、歯科医療保健の格差の解消を図り、公

益の増進に寄与する事業 

・歯科巡回診療車運営事業 

・障害者等歯科診療普及事業 

・離島歯科医療体制充実事業 等 

 

 

2



⑥ 

 

 

７．歯科衛生士、歯科技工士

養成事業 

 

高度化・専門化する歯科医療技術と歯科口腔

保健の知識に対応した歯科衛生士及び歯 

科技工士を養成する事業。 

 

県
８
０
２
０
運
動

推
進
員
連
絡
協
議

会 

 

① ・８０２０運動の推進 乳幼児から高齢者に対して，料理教室やイベ

ント等において予防の大切さ，また高齢者にお

いては。オーラルフレイルにならないよう啓発

を実施。 

 

県 

医 

師 

会 

④ ・糖尿病重症化予防対策検討

会（国保ヘルスアップ支援事

業） 

・糖尿病に関する最新の知見等情報の共有や医

科歯科等関係者間の連携体制の構築を図る 

 

 

 

 

 

県 

看 

護 

協 

会 

① 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

① 

・高齢者権利擁護推進事業 

 

 

 

 

 

 

 ・看護協会教育事業 

 

 

 

 

 

 

 

 ・訪問看護養成研修 

 

【講演・演習】 

・テーマ：高齢者の摂食嚥下メカリズム 

・日時：令和６年７月４日（木） 

・講師：米盛病院 

    摂食・嚥下障害看護認定看護師  

松葉正昇 

 

【講演・演習】 

・テーマ：摂食障害のある患者の看護 

～安全に食べることを支えよう～ 

・日時：令和６年 10月 17 日（木） 

・講師：米盛病院 

    摂食・嚥下障害看護認定看護師 

 松葉正昇 

 

【講演】 

・テーマ：口腔ケアにおける訪問看護師の役割 

・在宅歯科医療 

・日時：令和６年８月 24 日（土） 

・講師：鹿児島県歯科医師会理事 

    川越佳昭 
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県 

歯 

科 

衛 

生 

士 

会 

① 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

⑥ 

 

・歯科衛生の普及啓発に関す

る事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報活動に関する事業 

 

 

・歯科衛生士の生涯研修に関

する事業 

 

 

 

 

・歯と口の健康週間事業 

・第 40 回お口の健康フェア 

・市民のための歯科健康講座 

・歯っぴいメモリアル 

・糖尿病重症化予防に係る歯科保健指導事業 

・すこやか長寿健康支援（口腔機能向上） 

 事業 

・介護予防地域ケア会議 

・学校歯科保健 

・事業所歯科保健 

 

・会員情報誌の発行（年 4 回） 

・一般情報誌の発行（年 2 回） 

 

・歯科衛生士技術研修会（デンタルハイジニス

トスキルアップセミナーの開催） 

・臨床指導者の資質向上研修会（臨床指導者研

修会、デンタルハイジニストスキルアップセミ

ナーの開催） 

・歯科衛生士等業務支援研修会の開催 

 

 

 

 

県 

栄 

養 

士 

会 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 

 

 

 

⑦ 

・チラシの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研修会の開催 

他職種連携に学ぶ基本の基 

 

 

・大規模災害時の対応 

※ライフコースアプローチに準じ，それぞれの

世代での食品構成・調理法・食習慣等を中心と

した生活習慣チェック表の作成 

 歯科・口腔の特化した栄養素・摂取量の評価

に繋げる。 

◎基礎疾患を持つ者に対する歯科・口腔ケアの

ためのチラシの作成 

●ワーキンググループの構築 

 

※各専門職による連携に必要な基本情報 

※各専門職による手技の見学など 

●他団体との合同運用が必須 

 

※大規模災害時を想定した体制整備は，県が主

体となって組織を構成し，各団体が必要とする

事項について，解決策を具体案化していくべき

だと考える。 
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                              （別添資料） 

 

鹿児島県歯科口腔保健計画の推進のための施策 

施策番号 施 策 

 

①  
歯科疾患の予防・口腔機能の獲得・維持・向上 

  ・ 妊産婦・乳幼児・学齢期の歯科検診・保健指導等の充実 

  ・ 学齢期から青壮年期の歯周病予防対策の強化 

・ 乳幼児期からの口腔機能に関する取組の推進 

  ・ 壮年期・高齢期におけるオーラルフレイル予防対策の推進 
 

 

②  
 

定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口

腔保健の推進 

  ・ 障害者（児）・医療的ケア児及び要介護高齢者の状態に応じた歯科

疾患の予防と治療が実施される環境づくりの推進 

 

③  
離島・へき地地域の歯科医療・歯科保健の推進 

  ・ 歯科保健に関する健康相談等の充実 

  ・ 定期的な歯科検診受診やフッ化物応用等の取組の促進 

 

④  
医科歯科連携・多職種連携の推進 

  ・ 糖尿病など全身の疾患を有する者への適切な歯科保健指導や歯科診

療の機会の確保 

  ・ 多職種連携による要介護高齢者等の歯科診療の機会の確保 

 

⑤  
歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

  ・ 各種協議会等を活用した関係機関等との連携による総合的な歯科口

腔保健対策の推進 

 ・ 歯科口腔保健サービスを適切に受けられる，かかりつけ歯科医の推 

  進 

⑥   

 
歯科口腔保健を担う人材の確保・育成 

  ・ 歯科医療従事者・歯科口腔保健に関わる他職種等の資質向上の推進 

 

⑦  
大規模災害時の歯科口腔保健の体制整備 

  ・ 平時から関係団体との連携体制構 
・ 災害時の口腔ケアの重要性について普及啓発の推進 

5



（５）県口腔保健支援センターの実績等について 

 

⑴ 口腔保健支援センターの概要 

 ア 設置年月日  令和元年５月 27 日 

 イ 設 置 場 所  県庁健康増進課内 

 ウ 体   制  非常勤歯科医師２名，常勤歯科衛生士１名 

 

⑵ 具体的取組 

   ア 鹿児島県歯科口腔保健推進協議会の開催 

  イ 地域歯科口腔保健推進会議の開催 

  ウ 行政歯科衛生士研修会 

   エ 歯科口腔保健に関する調査研究 

 オ フッ化物洗口未実施市町村への支援 

 カ 歯科口腔保健全般に関する市町村支援  

 

⑶ 令和５年度の取組及び相談等の実績 

  (1) 会議・研修会等の開催実績 

ア 県歯科口腔保健推進協議会（R5.11.22） 

   県の現状，関係団体の取組，「県歯科口腔保健計画最終評価」及び「次期県歯科口腔保健 
計画」について協議 

イ 「鹿児島県歯科口腔保健計画」次期計画策定検討会（R5.８月，R5.10.25） 

  ウ 行政歯科保健担当者研修会の開催（R5.6.30）   

エ 歯科口腔保健の推進に係る庁内意見交換会（R5.5.17) 

     関係各課が所管する歯科口腔保健に関する事業等及び歯科口腔保健計画の評価について意 

見交換を実施 

  オ 地域振興局等歯科保健担当者連絡会（R5.5.10，R6.2.8） 

     地域振興局等の歯科保健担当者と歯科保健事業に関する意見交換等を実施 

     カ 市町村等からの相談等に対する助言 

   キ 調査研究 

     「フッ化物洗口の取り組みに係る評価方法の検討」（R6.5.16 県公衆衛生学会発表） 

 

⑷ センター歯科医師の業務実績   

ア 各種会議への出席及び助言 

イ 市町村・関係者からの相談に対する助言   

    ・件数：36 件（市町村等：24 件，県関係課：12件） 

     ・内容（母子歯科保健指導，歯周病検診，フッ化物洗口等歯科保健全般に関すること) 

ウ 歯科保健行政に関する事業に係る助言（フッ化物洗口，成人期対策等） 

エ 県歯科医師会，市郡歯科医師会との連絡調整 

オ 市町村等からの依頼による研修会の講師 
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フッ化物洗口の取り組みに係る
評価方法の検討

（R6.5.16県公衆衛生学会発表）

廣島屋貴俊1,2)，栗野孝子1)，川越住昭1)

1) 鹿児島県口腔保健支援センター
2) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

発生発達成育学講座予防歯科学分野

1

【背 景】

咀嚼能力の
低下

栄 養

QOL
う蝕による
歯の喪失

１２歳でむし歯のある者の割合（R4）*

◆全国平均 ２５．７６％

◆鹿児島県 ４０％ （46/47位）

学齢期におけるう蝕の予防が必要である。

*学校保健統計調査.
2

が入った
水でうがい

【背 景】

九州地方
F洗口実施施設
割合（小学校）

A県 100.0%
B県 98.2%
C県 81.4%
D県 72.1%
E県 62.0%

鹿児島県 13.5%
F県 4.4%
G県 1.9%

■フッ化物洗口とは

集団のう蝕予防に効果的

高いう蝕予防効果

■F洗口取り組み状況

＊厚生労働省：各都道府県における
フッ化物洗口の実施状況について（平成30年度）

F洗口の取り組みが進んでいない

歯質強化・抗菌作用

含嗽のみと実施が簡便

3

【目 的】

フッ化物洗口実施による評価方法を検討し
事業判定の普及・事業拡大へ繋げる。

フッ化物洗口

②歯科保健行動の変化

①う蝕の減少 ③医療費への影響
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【評価方法及び結果】
①う蝕のない者の割合およびう蝕本数の経年変化

対象：A市の保育園、認定こども園、幼稚園（保育施設等）
方法：保育施設等における歯科検診結果を分析
内容：フッ化物洗口実施施設数 年長児のう蝕のない者の割合 一人平均う蝕歯数
分析：傾向検定、χ2検定

・う蝕のない者の割合は年々有意に増加した。
・一人平均う蝕歯数は

9

年間で

2 . 9

本→

1 . 5

本まで減少した。
5

【評価方法及び結果】
②F洗口実施による保護者の歯科保健行動の変化

対象：F洗口実施小学校38校に在籍する児童の保護者5957名 → 1829名から回答
方法：無記名式の二次元バーコードを用いたアンケートを分析
内容：中学校進学時のフッ化物洗口の希望

児童および保護者の歯科保健行動について

・保護者の9割が中学校進学時のフッ化物洗口継続を希望していた。
・保護者の児童に対する良好な歯科保健行動の変化が認められた。

■フッ化物洗口の継続希望あり 1630 ( 89.1% )
■フッ化物洗口に伴う保護者の歯科保健行動変化
・う蝕予防を意識 623 ( 39.4% ) ・甘未物の節制 145 ( 9.2% )
・歯の重要性について会話 572 ( 36.1% ) ・定期的な歯科健診 308 ( 19.5% )
・児童の口腔内観察 290 ( 18.3% ) ・変化なし 566 ( 35.8% )
・児童の歯磨き行動改善 193 ( 12.2% ) ・その他 14 ( 0.9% )

・甘味物の節制

6

【評価方法及び結果】
③フッ化物洗口による歯科医療費への影響

対象：鹿児島県内の無歯科医地区を除く39市町村
方法：令和３年度の一人当たり歯科医療費とF洗口実施施設数の関連を分析
分析：重回帰分析 目的変数：一人当たりの年間平均歯科医療費

説明変数：各市町村の10万人当たりのF洗口実施施設数
共変量：各市町村の平均所得/人、市町村（1=市、0=町村）

F洗口を実施している保育施設等数と中学校数が歯科医療費に関連していた。

B (95%CI) R2 B (95%CI) R2 B (95%CI) R2

-29.08 -21.34 -4.63
( -65.78, 7.61 ) ( -48.46, -5.76 )* ( -31.82,  22.54 )

2.56 -0.58 -1.24
( -19.75, 24.88 ) ( -17.07, 15.91 ) ( -17.21, 14.72 )

-25.97 -76.52
( -53.02, 1.08 ) ( -146.3,  -6.73 )*

共変量：市町村, 各市町村一人当たりの平均所得 *p  < 0.05,

0.43

0.29

0.28

0.29

保育施設等数

小学校数

中学校数 -

0.39

0.35

5~9歳 10~14歳     15~19歳

0.41

0.36

7

推定モデル：
F実施施設等数× (-23.74)＋市町村 × (776.17) ＋所得 ×（-151.01）

F実施施設数0(仮定) ー 実測値 ＝ 歯科医療費軽減額

F洗口は10~19歳の歯科医療費を約4888万円削減していた。

【単位：千円】

【評価方法及び結果】
③フッ化物洗口による歯科医療費への影響

年 齢 総医療費 軽減額 軽減率 軽減額 軽減率
10〜14歳 665,459 34,951 5.0% 91,934 12.1%
15〜19歳 609,079 13,925 2.2% 71,684 10.5%

合計 1,274,538 48,876 3.8% 163,618 12.8%

33%（R3） 100%（仮定）
県内フッ化物洗口実施率

27.4%
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【考 察】
フッ化物洗口 集団のう蝕を予防 歯科医療費を削減

*歯科医療費の地域格差に関する研究.安藤ら. 1994.

・先行研究（右表）と比較すると
12歳児のう蝕有病率減少に伴い
推定軽減額は減少した。

・実施率100%だと歯科医療費全体の
12.8%を抑制できる可能性あり。

現在においても、高い歯科医療費削減効果を示した。

先行研究* 本研究
西暦 1990年 2023年

12歳児う蝕有病率 88.96% 25.76%
歯科医療費全体 31億2000万円 12億7400万円

推定軽減額   2億9700万円   4888万円
軽減率 9.5% 3.8%

9

【結 論】
フッ化物洗口は
⬆集団のう蝕を予防し、歯科医療費を抑制した。
⬆保護者の多くが継続的な実施を希望した。

県口腔保健支援センターの役割

フッ化物洗口事業の適切な効果判定を行い
普及・拡大を図る。

【結 論】

10
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５ 協議事項 

令和６年度「県歯科口腔保健推進協議会」実務関係者検討会のテーマに 

ついて  

 

（１）「県歯科口腔保健推進協議会」実務関係者検討会について（ P２参照） 

 
（２）検討テーマ（案）及び設定理由 

ア 検討テーマ（案） 

「医療的ケア児の歯科保健医療の支援体制について」 

 

イ 設定理由 

・ 医療的ケア児については，口腔に関するニーズや口腔管理の実態な

ど把握できていない状況もあり，必要な歯科保健医療の支援体制が整

っているとは言えない。 

・ 医療依存度の高い児は，口腔ケアが困難であったり，口腔機能発達

不全などの口腔のリスクが熱発や誤えんなど全身のリスクに繋がる

ことも多いと考えられる。 

・ 地域における医療的ケア児の歯科保健医療体制を整備することで，

在宅で療養している障害児（者）や要介護者・難病患者等の歯科保健

医療の支援体制の整備に繋がる。 

・ 歯科口腔保健計画において「２ 定期的に歯科検診又は歯科医療を

受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進」「（１）障害者

・障害児・医療的ケア児等」について，施策の方向性に，「障害者（児）

や医療的ケア児等が健全な口腔状態を保ち，しっかり食べることがで

きるよう，障害者（児）等の状態に応じた歯科疾患の予防と治療が適

切に実施される環境づくりに努めます」と記載されている。 

 

（３） 委員（案） 

県歯科医師会，県看護協会，医療的ケア児等支援センター   

県歯科衛生士会，関係課（障害福祉課・子育て支援課） 

 

（４） 検討会実施期間 

     令和６年度～令和７年度 ２年間（年２回程度） 

* 本年度開催時期：令和６年12月頃を予定 

 

（５） 主な検討内容 

・ 医療的ケア児の歯科保健医療に関するニーズについて 

・ 関係機関の連携及び多職種連携による支援体制について 

・ 地域の歯科医療支援体制について 

・ 支援体制整備のための必要な取組について 
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「鹿児島県歯科口腔保健推進協議会」実務関係者検討会設置要領 

 
（目的） 

第１条 この要領は，鹿児島県歯科口腔保健推進協議会（以下「協議会」という。）実施

要領第７条第２項に基づき，協議会の実務関係者検討会の設置・運営に必要な事項を定

めるものとする。 
 

（役割） 
第２条 実務関係者検討会（以下「検討会」という。）は，各ライフステージに応じた具

体的対策に係る検討を行うため，協議会から指示された検討事項について，具体的な検

討を行い，検討結果を協議会に報告するものとする。 
 

（組織） 
第３条 検討会は，検討事項の内容を踏まえ，関連する団体等から推薦を受けた者及び庁

内関係課の担当者をもって組織する。 
２ 検討会に議長を置き，健康増進課長をもって充てる。 
３ 議長は，会務を総括する。 
 

（会議） 
第４条 会議は，議長が招集し，これを主宰する。 
２ 庁内関係課の招集については，歯科口腔保健推進協議会から指示された検討内容に応

じ，議長が出席を依頼するものとする。 
   
 （庶務）  
第５条 検討会の庶務は，健康増進課において処理する。 

 
（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか，検討会の運営に関し必要な事項は，健康増進課が

定める。 
 
 
   附 則 
 この要領は，平成２９年４月２１日から施行する。 
   
   附 則 
 この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この要領は，令和元年９月９日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は，令和３年７月１９日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は，令和４年９月６日から施行する。 
 

 

2



厚生労働省中央社会保険医療協議会
総会　R5.10.27　資料（抜粋）
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その他資料



該当事業
・8020運動推進活動支援事業
・地域歯科保健向上実践事業


